
大和都市計画地区計画の決定（生駒市決定） 

 

都市計画生駒市小瀬西地区地区計画を次のように決定する。 
 

名    称 生駒市小瀬西地区地区計画 

位    置  生駒市小瀬町の一部 

面    積  約２．７ｈａ 

区 

域 

の 

整 

備 

・ 

開 

発 

及 

び 

保 

全 

に 

関 

す 

る 

方 

針 

地区計画の目標 本地区は、本市の中心市街地から南東約3.5kmに位置し、西側約600ｍには近鉄生駒線南生駒駅、北側に

は第二阪奈道路小瀬ランプがあり、交通の便に恵まれた地域である。また本地区の西側は、生駒山系を望む

良好な眺望を誇り、地区周辺は計画的に開発された良好な住宅地が多く形成されている。このため、本地区

計画は、合理的な土地利用計画をもとに建築物等の規制、誘導を積極的に推進し、ゆとりと潤いのある住宅

地の形成を図るとともに良好な住環境を維持・増進し、周辺環境と調和した景観形成を進めることを目標と

する。 

土地利用の方針 
土地区画整理事業の土地利用計画を基本としつつ、地区の特性に応じた土地利用を積極的に推進し

良好な街並みを形成する。全体をゆとりと潤いのある低層専用住宅地区の形成を図るとともに、緑地

については適正な管理を行う。 

地区施設の整備方針 
土地区画整理事業により、整備が行われた道路、公園及び調整池については、その機能が損なわれないよ

う維持・保全を図る。 

建築物等の整備方針 
1 低層専用住宅地区 

良好な居住環境を形成・保全するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、

建築物の壁面の位置の制限、建築物の形態又は意匠の制限及びかき又はさくの構造の制限を行

い、緑化を推進するものとする。 

2 公共公益施設地区 

公共公益施設については、周辺地区と整合性を図りつつ、その機能が損なわれないように維持・

保全を図る。 
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名称 低層専用住宅地区 

面積 約1.4㏊ 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の用途の制限 

建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。 

1 住宅（建築基準法（昭和25年法律第201号）別表第2（い）項第1号に係るもの。ただし、長屋住宅

及び重ね建て住宅を除く。以下の欄において住宅という。） 

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途に兼ねるもののうち建築基準法施行令（昭和25年

政令第338号。以下「令」という。）第130条の3に規定するもの 

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

4 診療所（患者の収容施設を持つものを除く。) 

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に掲げる公益上必要な建築物 

6 集会所 

7 前各項の建築物に付属するもの(令第130条の5に掲げるものを除く。) 

建築物の敷地面積の

最低限度 
165平方メートル 

当初決定年月日 令和３年１２月２０日 



建築物の壁面の位置

の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、道路に面する側にあっては、

1.5ｍ以上とする。 

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

（1）外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3ｍ以下であること。 

（2）物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3ｍ以下で、かつ、床面積の合計が5平方メ

ートル以内であること。 

建築物等の形態又は

意匠の制限 

1 間知石、間知ブロック積擁壁に、ハネ出しやブロック積等の工作物を突出して設置又は建設して

はならない。 

2 設置できる屋外広告物は、次に掲げるものとし、設置については敷地内に限るものとする。 

 （1）本地区の宅地及び住宅の販売に関するもの。（10平方メートルを超えないものに限る。） 

 （2）次の条件を満たすもの 

① 自己の用に供するもの 

② 表示面積（同一敷地内に2以上ある場合はその合計）が2平方メートルを超えないもの 

③ 建築物の屋上又は屋根以外の場所に設置するもの 

④ 広告塔、立看板その他これらに類するもので、設置する地盤からその上端までの高さが5ｍ

以下のもの 

かき又はさくの構造

の制限 

 道路に面する側に設置する場合は、生垣(生垣を支える高さ0.6ｍ以下のブロック積等及び生垣と併

設される透視可能なネット、鉄柵又はフェンスを含む。)とする。 

区域、地区施設、地区の細区分の配置は計画図表示のとおり 

 



                   














 


 

    
 















































































































































 



































   







































































































































































 





















































































































































































 

















 



 














































































 































































    













































































































































  






























    










































































































 





























 







 






































 
















  






 



















 






































































































































































































  


















































































































































 













































































































































































































































     











































































































 



























  
























 










































  

























 





























































































































  


































  

























 

































































































 













































 


















































































































































































 

  













  




















































 






































































 




































































































































 
















































































































































































































































































 

































































































































































































































































































Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

中 村 屋 東 生 駒 店

萩 の 台

道

路

料）

大

瀬

ふ

れ

あ

い

公

園

小

瀬

の

里

街

区

公

園

市 立

小 瀬 第 ３ 公 園

小 瀬 町

萩 の 台
小 山 公 園

小 瀬 第 ６ 公 園

（ 宅 地 造 成 中 ）

（ 宅 地 造 成 中 ）

150

15
0

1
4
0

1
5
0

160

170

160

150

140

14
0

13
0

155.2

165.6

172.0

176.1

177.2

154.5

164.7

141.7

146.4

148.7

145.5

141.9

135.5

162.4

139.7

142.7

151.4

152.8

143.3

143.1

147.8

145.3

152.9

140.5

140.2

148.8

143.6

139.1

137.4

132.7

131.1

145.0

165.0

172.5

171.2

163.8

159.7

166.9

170.9

160.6

160.8

164.6

166.9

155.6

153.3

149.5

157.9

158.5

164.4

169.0

165.4

157.1

153.2

154.9

144.6

148.1

139.7

139.7

150.9

145.1

152.7

140.5

129.3

139.0

137.7

123.9

138.2

125.7

120.1

118.5

119.9

139.8

±
1:3,000

計　画　図

0 100 20050 m

地区計画区域
地区整備
計画区域 低層専用住宅地区

公共公益施設地区
緑　　地

凡例


